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○○ 国土交通省「陸運統計要覧」による。国土交通省「陸運統計要覧」による。

主要品目の内航輸送分担率（トンキロベース：平成１５年度）主要品目の内航輸送分担率（トンキロベース：平成１５年度）

国内物流の４割、鉄鋼、石油、セメント等
産業基礎物資の８割を輸送
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○貨物輸送量は、バブル経済期までは右肩上がりで増大してきたが、平成３年度以降は停滞している。

○輸送トンキロベースで見ると、自動車による輸送が過半数を占めている状況である。

国内貨物輸送量の推移
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１トンの荷物を１ｋｍ運ぶのに消費するエネルギー比較

○内航海運は、営業用トラックと比べて約５分の１であり、環境保全の面で優れた輸送特性を有している。

○○ 国土交通省「交通関係エネルギー要覧」による。国土交通省「交通関係エネルギー要覧」による。
（注）鉄道を１００としたときの指数。（注）鉄道を１００としたときの指数。
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内 航 船 舶 の 推 移
○Ｈ元年度から隻数は序々に減少傾向にあり、Ｈ１６年度はＨ元年度と比べると約３３％減少している。
○それに対し、１隻当たりの総トン数（平均総トン数）は、増加傾向にあり、Ｈ１６年度はＨ元年度と比べると約４５％上昇して
おり、これは船の大型化が進んでいるためだといえる。
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○ 国土交通省海事局調べ
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船種別新造船の推移
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注：ここでいう新造船とは、船齢０歳船をいう。
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○新造船量はＨ５年度の３２５隻をピークに減少傾向にあり、Ｈ１０年度の内航海運暫定措置事業の導入前後から、
大幅に減少している。（Ｈ１６年度末をピーク時と比較すると、約８６％減少している。）

内航海運暫定措置事業の開始
（平成１０年５月）
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注：１．ここでいう新造船とは、船齢０歳船をいう。
２．平成１７年度以降については、平成１６年度と同数（４６隻）の代替建造が行われるものと仮定した。

船齢構成の推移

推計値

６

○Ｈ１６年度の船齢１４年以上の船舶は、５５％とＨ元年度以降最大となった。
○Ｈ１７年度以降については、船齢１４年以上の船舶がさらに増加し、平成２０年度には全体の７５％を占めると推計される。



内航海運業者（許可事業者）数の推移
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○ 国土交通省国内貨物課調べ

○Ｓ４２年４月に許可制へと移行し、船腹調整事業が実施されたことで、運送業から貸渡業へと転換した。
○Ｓ４６年８月以降は、許可の対象が１００総トン以上とされ、合理化及び協業化が進んだ。
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内航海運内航海運事業者の概要（平成１７年３月３１日現在）事業者の概要（平成１７年３月３１日現在）

概 要

１．内航海運業者数 4,075事業者（休止事業者除く） 99.5%が中小企業
２．許可事業者数 オペレーター ・・・ 613事業者

オ ー ナ ー・・・ 2,206事業者
３．届出事業者数 オペレーター ・・・ 1,017事業者

オ ー ナ ー・・・ 239事業者
（注）１．オペレーター （運送事業者）とは、荷主の要請に応じて貨物を運送する者で、オーナー （貸渡事業

者）とは、 船舶をオペレーターに貸渡し、実際の運航を担う者をいう。
２．許可事業者は100総トン以上、届出事業者は100総トン未満である。

概 要

１．内航海運業者数 4,075事業者（休止事業者除く） 99.5%が中小企業
２．許可事業者数 オペレーター ・・・ 613事業者

オ ー ナ ー・・・ 2,206事業者
３．届出事業者数 オペレーター ・・・ 1,017事業者

オ ー ナ ー・・・ 239事業者
（注）１．オペレーター （運送事業者）とは、荷主の要請に応じて貨物を運送する者で、オーナー （貸渡事業

者）とは、 船舶をオペレーターに貸渡し、実際の運航を担う者をいう。
２．許可事業者は100総トン以上、届出事業者は100総トン未満である。

許可運送事業者
(613事業者)

許可貸渡事業者
(2,206事業者)

使用船舶が１隻の許可貸渡事業
者(1,552事業者)及び届出事業者
で全事業者数の約7割を占めてい
る。

届出事業者
(1,256事業者)

内航海運業者合計
(4,075事業者) H17.3.31現在

○ 国土交通省国内貨物課調べ

８



内航海運の財務状況

○資産に占める固定資産等の割合を見ると、オペレーター、オーナーとも船舶の占める割合が５０％を超え、船舶に依存した資産
構成になっている。
○また、オーナーの自己資本比率は６．２％と低く、脆弱な経営基盤となっている。

（単位：百万円）（単位：百万円）

オ ペ レ ー タ ー

資 本
7 7 7 【 3 0 .1 % 】

負 債
1 ,8 0 7
【 6 9 .9 % 】

流 動 資 産
1 ,0 1 0
【 3 9 .1 % 】

・ 船 舶
9 2 4 ( 5 8 .7 % )

・ 船 舶 以 外
6 5 0 ( 4 1 .3 % )

資 産 の 部
2 ,5 8 4

負 債 及 び 資 本 の 部
2 ,5 8 4

固 定 資 産 等
1 ,5 7 4 【 6 0 .9 % 】

オ ー ナ ー

資 本
3 4 【 6 .2 % 】

負 債
5 1 4 【 9 3 .8 % 】

流 動 資 産
1 4 8 【 2 7 .0 % 】

・ 船 舶
2 9 3 ( 7 3 .3 % )
・ 船 舶 以 外
1 0 7 ( 2 6 .8 % )

資 産 の 部
5 4 8

負 債 及 び 資 本 の 部
5 4 8

固 定 資 産 等
4 0 0 【 7 3 .0 % 】

○平成１５年度内航海運業経営実態調査（国土交通省国内貨物課調べ）
　注：【　】内は各部に対する割合 　　
　　 　(  )内は固定資産等に対する割合
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内航海運業者の費用内訳

○船舶の貸渡を行うオーナーは、費用の多くを船員費が全体の３８．３％を占めているのに対し、運送を行うオペレーターは借船
料が全体の４５．９％を占めている。

オーナー

借船料
13.6%

その他
18.8%

運航費（燃料費除く）
1.8%

燃料費
2.7% 船費（船員費除く）

24.4%

船員費
38.3%

運航委託手数料
0.4%

運航費（燃料費除く）

燃料費

船費（船員費除く）

船員費

借船料

運航委託手数料

その他

オペレーター

借船料

45.9%

燃料費

9.5%

運航費（燃料費除く）

11.7%

船員費

7.7%

船費（船員費除く）

7.7%

その他

16.6%

運航委託手数料

0.5%

運航費（燃料費除く）

燃料費

船費（船員費除く）

船員費

借船料

運航委託手数料

その他

○平成１５年度内航海運業経営実態調査（国土交通省国内貨物課調べ）
　注：【　】内は各部に対する割合 　　
　　 　(  )内は固定資産等に対する割合
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消費者物価指数

サービス価格推移（平成７年基準）
○内航海運のサービス価格は、国内景気の停滞、船舶過剰等により近年低下傾向にあったが、平成１５年度後半頃から下げ止まり
つつある。

平成平成77年（年（9595年）平均＝１００年）平均＝１００

企業向けサービス価格推移（日銀調査）による １１企業向けサービス価格推移（日銀調査）による



用船料の現状
○用船料は、若干上昇傾向にあるが、事業者が代替建造に必要と考えている額とは、依然として差がある。

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度
代替建造のために事業者が必要と

考えている用船料平均額

万円/年 万円/月
対前年比
（％）

万円/年 万円/月
対前年比
（％）

万円/年 万円/月
対前年比
（％）

万円/年 万円/月
対１６年度比
（％）

１９９総トン 5,584 465 － 5,784 482 103.6 5,907 492 102.1 8,415 701 142.5 

４９９総トン 10,122 844 － 10,251 854 101.3 10,536 878 102.8 14,469 1,206 137.3 

１９９総トン 5,341 445 － 5,546 462 103.8 5,609 467 101.1 7,854 655 140.0 

４９９総トン 10,142 845 － 10,050 838 99.1 10,333 861 102.8 14,647 1,221 141.7 

１９９総トン 6,250 521 － 6,260 522 100.2 7,023 585 112.2 8,893 741 126.6 

４９９総トン 11,106 926 － 11,457 955 103.2 11,805 984 103.0 15,323 1,277 129.8 

６９９総トン 14,266 1189 － 14,455 1,205 101.3 14,209 1,184 98.3 19,937 1,661 140.3 

【ケミカルタンカー】 ４９９総トン 12,415 1035 － 12,933 1,078 104.2 12,727 1,061 98.4 16,062 1,339 126.2 

【油タンカー】

【鋼材運搬船】

【一般貨物船】

注）上記は、本年２月から３月にかけてアンケート調査したものであり、定期用船に係る有効回答（対象船舶数３３６隻）
についての結果をまとめたもの

○ 国土交通省国内貨物課調べ
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内内 航航 船船 員員 のの 年年 齢齢 構構 成成

○職員、部員ともに５０歳～５５歳未満の人数が最も多く、船員の高齢化が進んでいる。

職　　員
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375
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841
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48

02004006008001,000

２０歳未満

２５歳未満
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３５歳未満

４０歳未満

４５歳未満

５０歳未満

５５歳未満

６０歳未満

６０歳以上

部　　員
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117
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173
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485

290

25
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○ 国土交通省海事局資料より
注：内航労務協会、一洋会及び全内航（盟外を含む）に加盟している事業者に雇用されている船員数。

１３



内航燃料油価格の推移

○内航燃料油の価格は、Ｈ１５．１０～１２以降序々に上昇傾向を示し、Ｈ１６．１０～１２には、Ａ重油４３，０００円／キ
ロリットル、Ｃ重油３３，０００円／キロリットルの高値となった。
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（円／ｷﾛﾘｯﾄﾙ ）

Ａ重油

Ｃ重油

○京浜地区主要オペレーターの平均値（日本内航海運組合総連合会調べ）

Ｈ１７．４～６期については、石油会社と現在交渉中であるが、上昇する見込み。
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中小型船の新造船建造量の推移
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万GT
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１５

注）海事局調べ

中小型船の新造船建造量の推移
○中小型船の建造量は、Ｈ９年度以降大きく減少しており、Ｈ１１年度は、総トン数ベースでＨ４年度の約４分の１まで減少。
平成１２年度は若干回復したものの、依然として厳しい業状である。
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内航船建造造船所数の推移
造船所数

期間

注）１．内航船舶明細書（(社)日本海運集会所）データより
     ２．建造能力１０，０００ＧＴ未満の造船所のうち、内航貨物船の建造造船所（それぞれの期間において、建造実績が複数隻あるもの）の数

１６

内航船建造造船所数の推移
○内航貨物船の建造造船所（複数席の建造実績があるもの）の数は、平成４年から１０年までの間で９３社だったが、平成１３
年から１６年の３年間では２４社となり、約７０％減少した。多くが修繕やブロック建造へ移行。一部は発注が堅調な近海船
の建造に移行した。
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注） 東京市場においての各年３月末日の高値ベース
　     日刊鉄鋼新聞による。

（単位：百円／トン）

厚板鋼板（１５ｍｍ）のトン当たりの価格推移及び鋼材納入状況

厚板鋼板（１５ｍｍ）のトン当たりの価格推移
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２
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１
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２
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鋼材納入状況

注）（社)日本中小型造船工業会調べ（新造造船所２６社）

○平成１６年度になって、鋼材需給逼迫が顕在化。工程への影響が深刻化。

１７



① 参入要件の緩和

現行：許可制

② 事業区分の廃止

現行： 荷主 オペレーター オーナー

（内航運送業） （内航船舶貸渡業）

③ 適正船腹量・最高限度量制度及び標準運賃・貸渡料規制の廃止

運送契約
用船契約

荷主と運送契約を締結。

自己又はオーナー所有の船舶で運送を行う。

荷主と運送契約を締結できない。

オペレーターに船舶を貸し渡す。

○

競
争
的
市
場
環
境
を
整
備

○

事
業
展
開
の
多
様
化
・
円
滑
化

２．安全等の確保のための社会的規制の整備

１．事業展開の多様化・円滑化のための参入規制の緩和

１．の各種施策による新規参入の増加等

事後チェック体制の強化

◎ 安全に関する社会的規制の新設

・ 運航管理制度の導入

・ 安全に関する是正命令制度の導入

◎ 約款規制の新設

・ 不特定の荷主を対象とする船舶について

運送約款の作成・届出の義務付け

改正後： オペレーターとオーナーの事業区分を廃止

（オーナーも直接荷主との運送契約締結が可能に。）

改正後：登録制 （基準船腹量の大幅緩和（１隻以上））

１８

内航海運業法改正の概要



内航海運暫定措置事業の概要

・平成１０年５月、内航海運の活性化を図るため、導入。

・①Ｓ＆Ｂ方式による船腹調整事業解消に伴い、無価値化した引当資格の経済的影響を考慮したソフトランディング策

②船腹需給の適正化等を図る構造改革策

（単位：億円）

10年度(補正) 11年度(補正) 13年度(補正) 14年度 16年度 17年度

５００ ７００ ８００ ９００ １，１００ １，１００資 金 枠

政府保証枠 １５０ ２１０ ２９０ ３７０ ５３０ ５３０

商 工 中 金 ２５０ ３５０ ３５０ ３５０ ３５０ ３５０

市 中 銀 行 １００ １４０ １６０ １８０ １８０ １８０

※１６年度以降の資金枠１，１００億円には、政府保証枠・商工中金・市中銀行の他、内航総連が独自に

調達した資金（返済に影響するおそれのない方法により調達した資金）である４０億円を含む。

民間金融機関

民間金融機関

鉄道建設・運輸施設
整備支援機構

商 工 中 金
政府保証

内航総連

保有船舶を
解撤等する者

船舶建造者

融資

融資

返済

交付金

納付金

(530億円)

(350億円)

(180億円)

(1,060億円)

（17年度予算:530億円）
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内航海運税制について

税 制 対 象 特例措置 適用期限 課題等

船舶の特別償却 内航環境低負荷船 １６％特別償却 Ｈ１９．３．３１ 租税特別措置法第４３条

国 中小企業者の機械等の 内航貨物船 ３０％特別償却 Ｈ１８．３．３１ 租税特別措置法

特別償却又は税額控除 （取得価格の７５％） ７％税額控除（個人 第１０条の３

（中小企業投資促進税 及び資本金 万円 第４２条の６３，０００

制） の法人）

特定事業用資産の買換 船舶→船舶 圧縮記帳 所得税 租税特別措置法

税 え等の場合の課税標準 内航貨物船→減価償 （譲渡差益の８０％） １８．１２．３１ 第３７条の１～４

の特例措置 却資産 法人税１８．３．３１ 第６５条の７～９

船舶の特別修繕準備金 特別修繕費の３／４ － 租税特別措置法

第２０条の４

第５７条の８

地 固定資産税の課税の特 内航船舶 課税標準１／２ － 地方税法

方 例 第３４９条の３

税

２０
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CO2排出量算定手法の作成

●多様な取組に応じた算定手
法の策定と標準化

普及・広報

●優良事例の選出とＰＲ
●普及拡大に向けた広報

グリーン物流モデル事業

●補助金による支援
(経済産業省／国土交通
省)

◆荷主企業の積極的な参加による取組の裾野の拡大
◆荷主･物流事業者の協働によるCO2排出削減計画の策定
◆関係省庁の連携による積極的な支援

荷主企業・流通事業者
および各業界団体

物流事業者
および事業者団体

監査法人等 シンクタンク 研究機関 研究者
国の地方局 地方自治体 その他

JILS 日本物流団体連合会 経済産業省 国土交通省 日本経済団体連合会

グリーン物流パートナーシップ会議

トラック輸送効率化 国際複合一貫輸送 複数荷主によるﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ ３PL事業による物流最適化

荷主別ラックの活用とトラック
大型化により多数荷主の幹線
輸送を共同化

フラットラックコンテナを活用
しJRの12ft汎用コンテナによ
る国際一貫輸送を実施

複数荷主の参加により大規模
にモーダルシフトを実施

物流拠点整備により保管・輸配送
を総合的に効率化し、
物流システムを最適化 ２５

グリーン物流パートナーシップ会議を通じた取組の促進



エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）改正の概要
〔特に海運分野について〕

エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）改正の概要エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）改正の概要
〔〔特に海運分野について特に海運分野について〕〕

荷主の判断基準荷主の判断基準

○省エネ目標
○省エネ措置
・鉄道、海運の活用（モーダルシ
ト）

・共同輸配送、協同発注等への取組

・貨物積載率の向上

・環境に配慮した輸送事業者の選定

・輸送者との連携 等

輸送者の判断基準輸送者の判断基準

○省エネ目標

○省エネ措置
・省エネ状況の把握、指針策定

・低燃費船舶（ＳＥＳ等）の導
入

・環境に配慮した運航方法

・貨物積載率の向上

・荷主との連携強化 等

貨物、旅客別
に作成

一定規模以上の貨物輸送
※２

を
発注する荷主にもモーダルシフ
ト、営自転換の促進等の観点
から発注にかかる省エネ計画
の作成、エネルギー消費量等
の報告等の義務づけ

一定規模以上の輸送能力
※１

を
有する輸送者（自家物流を含
む）に省エネ計画の作成、エネ
ルギー消費量等の定期報告等
の義務づけ

改正のポイント 改正概要改正概要

一定規模以上の輸送能力
※

１

を有する輸送者

一定規模以上の輸送能力
※

１

を有する輸送者
一定規模以上の貨物輸
送

※２

を発注する荷主

一定規模以上の貨物輸
送

※２

を発注する荷主

主務大臣への報告主務大臣への報告

省エネ計画の作成省エネ計画の作成

○エネルギー使用量（原単
位）

○省エネ措置の取組状況

※省エネの取組が著しく遅れている場合

勧告、命令、罰則

※１ 一定規模以上の輸送能力
貨物運送事業者：
保有船舶が合計２万総トン以上
（７００事業者中、４１事業者）

旅客運送事業者：
保有船舶が合計２万総トン以上
（９４７事業者中、１７事業者）

※２ 一定規模以上の貨物輸送
荷主：
年間１０００万トンキロ以上
（一部上場企業を中心に
約２０００事業者）
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船
舶
共
有
建
造
業
務
の
概
要

２７

（
機
構
の
資
金
措
置
）

（
機
構
の
資
金
措
置
）

（
機
構
の
技
術
支
援
）

（
機
構
の
技
術
支
援
）

共
有

満
了
時

譲
渡

機
構
持
分

７
０
％
～
９
０
％

事
業
者
持
分

３
０
％
～
１
０
％

共有期間（耐用年数）

船
舶
使
用
料
支
払
い

事
業
者
持
分
１
０
０
％

機構

事
業
者

使
用
管
理
収
益

共有

老
朽
船
の
近

代
化
船
へ
の

代
替
促
進

地
球
温
暖
化
問
題
に
対
応
し
た
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船
等
の
建
造
促
進

高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
国
内
旅
客
船
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

船
舶
の
安
全
性
の
確
保
・
安
定
的
海
上
輸
送
の
確
保

機
構

準
備
資
金

70
～

90
％

事
業
者

準
備
資
金

10
～

30
％

造
船
所

①
船
舶
の
設
計
の

審
査

②
船
舶
建
造
中
の

工
事
監
督

③
共
有
期
間
中
の

船
舶
の
ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ

サ
ポ
ー
ト

無
担
保

長
期
・
固
定
・

低
利
の
資
金

担
保
不
足

の
事
業
者

が
多
い

共同発注・

支払い

物
流
効
率

化
・
コ
ス
ト
低

減
を
図
る
と

と
も
に
、
環

境
対
策
等
の

推
進



中
小
規
模
事
業
者

中
小
規
模
事
業
者
以
外

ス
－
パ
－
エ
コ
シ
ッ
プ

ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ

　
イ
　
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
従
来
の
船
舶
に
比
べ
、
１
０
％
以
上
削
減
さ
れ
た
船
舶

　
　
※
物
流
高
度
化
船
に
該
当
す
る
船
舶
は
、
C
O
2
排
出
量
が
1
2
%
以
上
削
減
さ
れ
た
船
舶
に
限

定

高
度
Ｃ
Ｏ
2
排
出
削
減
船

　
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
が
従
来
の
船
舶
に
比

べ
、
１
２
％
以
上
削
減
さ
れ
た
も
の

　
ロ
　
二
重
船
殻
構
造
を
有
す
る
油
送
船
及
び
特
殊
タ
ン
ク
船

フ
ル
ダ
ブ
ル
ハ
ル
タ
ン
カ
ー

　
油
送
船
の
う
ち
、
二
重
船
殻
構
造
を
有

す
る
も
の

　
ハ
　
二
重
船
底
構
造
を
有
す
る
油
送
船
及
び
特
殊
タ
ン
ク
船

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
に
資
す
る
船
舶
（
Ｒ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
船
、
コ
ン
テ
ナ
船
、
自
動
車
専
用

船
）

7
0

（
被
代
替
船
と
比
べ
て
積
載
能
力
又
は
速
力
が
増
加
す
る
船
舶
、
新
規
航
路
に

就
航
す
る
船
舶
、
被
代
替
船
が
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船
以
外
で
あ
る
船
舶
等
）

(8
0
)

　
イ
 被
代
替
船
と
比
較
し
て
積
載
能
力
が
１
０
％
以
上
増
加
す
る
船
舶

　
    廃

止

　
ロ
 ＩＴ
技
術
を
用
い
た
高
度
管
理
船
舶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ハ
 荷
役
又
は
運
航
に
関
し
高
度
な
航
海
機
器
等
を
導
入
し
た
船
舶
　
　

　
ニ
 労
働
環
境
の
改
善
に
資
す
る
構
造
を
有
す
る
船
舶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
、
か
つ
ハ
又
は
ニ
を
満
た
す
船
舶
）

(7
5
)

※
１
９
９
総
ト
ン
以
下
の
船
舶
の
共
有
建
造
は
行
わ
な
い
。

※
土
・
砂
利
・
石
材
専
用
船
の
共
有
建
造
は
行
わ
な
い
。

中
小
規
模
事
業
者

中
小
規
模
事
業
者
以
外

ス
－
パ
－
エ
コ
シ
ッ
プ

ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ

船
舶
以
外
に
は
交
通
機
関
が
な
い
地
点
間
又
は
船
舶
以
外
の
交
通
機
関
に
よ

る
こ
と
が
著
し
く
不
便
で
あ
る
地
点
間
を
連
絡
す
る
航
路
に
就
航
す
る
船
舶
（
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く
移
動
円
滑
化
の
た
め
の
基
準
に
適
合
）

7
0

(上
記
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
機
構
が
定
め
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
高
度
化
基
準
を
満

た
す
船
舶
)

(8
0
)

（
注
）

は
、
中
期
目
標
、
計
画
の
「
物
流
高
度
化
船
」
を
示
す
。

離
島
航
路
の
整
備
に
資
す
る
船
舶

金
利
優
遇

０
．
１
％
引
き
下
げ

金
利
優
遇

０
．
１
％
引
き
下
げ

高
度
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船

　
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
船
種
毎
の
平
均
的
な
総
ト
ン
数
以
上

の
も
の

①
 Ｒ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
船
の
平
均
的
な
総
ト
ン
数

は
、
８
，
７
８
７
総
ト
ン

②
 コ
ン
テ
ナ
船
の
平
均
的
な
総
ト
ン
数

は
、
７
４
９
総
ト
ン

8
0

離
島
航
路
の
整
備
に
資

す
る
船
舶

本
土
と
離
島
間
、
離
島
相
互
間
を
連
絡
す
る
航
路
に
就
航
す
る
船
舶

9
0

離
島
航
路
に
準
じ
る
生

活
航
路
に
就
航
す
る
船

舶
（
フ
ェ
リ
ー
を
除
く
）

（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
船
）

8
0

要
　
　
　
件

共
有
割
合
上
限

e
-
シ
ッ
プ

8
0

8
0

7
0

共
有
割
合
上
限

8
0

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船

物
流
の
効
率
化
等
に
資

す
る
船
舶

要
　
　
　
件

※
遊
覧
専
用
船
の
共
有
建
造
は
行
わ
な
い
。

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
船

（
フ
ェ
リ
ー
）

原
則
廃
止
。
財
務
改
善
効
果
の
高
い
も
の
に
限
る
。

(被
代
替
船
と
比
べ
て
積
載
能
力
又
は
速
力
が
増
加
す
る
船
舶
、
新
規
航
路
に

就
航
す
る
船
舶
、
被
代
替
船
が
フ
ェ
リ
ー
以
外
で
あ
る
船
舶
等
)

8
0

(8
0
)

「
中
小
規
模
事
業
者
」
と
は
、
中
小
規
模
事
業
者
で
あ
っ
て
過
去
に
共
有
建
造
の
実
績
が
あ
り
、
か
つ
、
未
収
を
発
生
さ
せ
て
い
な
い
者

旅客船

共
　
有
　
建
　
造
　
の
　
条
　
件
　
に
　
つ
　
い
　
て

政
策
目
的
別
区
分

貨物船

政
策
目
的
別
区
分

7
0

8
0

7
0

7
5

２8



鉄道・運輸機構の内航貨物船建造シェア（総トン数ベース）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H12 H13 H14 H15 H16

総トン数

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

全国建造量（総トン数）

機構建造量（総トン数）

機構シェア（総トン数ベース）

*1 進水年度ごとに原則として竣工ベースによる総トン数を計上しているが、当該年度船に進水・竣工していない船舶がある場合には契約ベースの総トン数を計上することと

する。

*2 平成12年度～平成14年度は竣工ベース、平成15年度、平成16年度は契約ベースの総トン数を計上している。

*3 平成16年度の機構シェアが低水準に推移しているが、これは機構と事業者との契約が平成16年度末に集中したことによる一時的な現象であり、平成16年度契約船(全18

隻、28,466総トン（決定ベース））のうち、翌17年度以降に進水予定の船舶は13隻、25,521総トンを予定している。

*4 全国建造量は進水ベースにより計上している。

進水年度

○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構調べ

２９



経済的で環境にやさしい船舶の建造促進による内航海運の活性化
＝ 物流効率化の促進、地球温暖化対策の強化

国等のスーパーエコシップの普及支援（１７年度より）国等のスーパーエコシップの普及支援（１７年度より）

○ 鉄道・運輸機構による支援（スーパーエコシップと在来船の建造船価の差の２／３を支援）

○ NEDOによる省エネ設備費用（電気推進システム等）への１／３補助

革新的な技術（電気推進システム、最適船型、省人化設備）を用いて、以下を実現

・輸送コストの改善（燃料消費率向上）・省人化（乗組み制度の見直し）

・ 環境負荷（CO2, NOx等排出量）の低減・労働環境の改善

◎ 国土交通省は、平成１３年度から次世代内航船（スー
パーエコシップ）の研究開発等のプロジェクトを推進。

◎ １７年度から本格的な普及促進事業を開始。

（鉄道・運輸機構出資金による建造負担軽減等）

スーパーエコシップの特徴スーパーエコシップの特徴

船主のスーパーエコシップ建造に対する荷主等の理解と協力

重要な実質的支援重要な実質的支援

次世代内航船（スーパーエコシップ）の開発・普及プロジェクト

３０



環
境
に
や
さ
し
く
経
済
的
な
船
舶
（
ｽ
ｰ
ﾊ
ﾟｰ
ｴ
ｺ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ･ﾌ
ｪｰ
ｽ
ﾞⅠ
）
の
普
及
支
援
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要
求
額
 
４
，
０
０
０
百
万
円
（
継
続
：
前
年
度
同
額
）
 

○
 
目
 
的
 

こ
れ
ま
で
に
開
発
さ
れ
て
き
た
ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ
に
係
る
新
技
術
を
活
用
し
た
、
環
境
に
や
さ

し
く
経
済
的
な
船
舶
（
ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
）
フ
ェ
ー
ズ
１
）
の
建
造
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
、
物
流
効
率
化
と
地
球
温
暖
化
対
策
等
の
環
境
負
荷
低
減
を
促
進
し
、
内
航
海
運
の
活
性
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

○
 
内
 
容
 

船
舶
共
有
建
造
制
度
を
活
用
し
て
ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ
フ
ェ
ー
ズ
１
を
建
造
す
る
場
合
に
お
い

て
、
船
舶
使
用
料
の
軽
減
を
行
う
た
め
、
新
た
な
資
本
金
を
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
に
対
し
て
出
資
す
る
。
 

３１ 

 ○
 
物
流
の
効
率
化
や
地
球
温
暖
化
、
地
域
環
境
対
策
が
緊
急
に
必
要
 

      

Ｓ
Ｅ
Ｓ
フ
ェ
ー
ズ
１
（
電
気
推
進
シ
ス
テ

の
導
入
効
果
：
 

燃
料
消
費
減

（
約
5
%
減

作
業
量
・
整
備
費
削
減
 

関
複
数
化
に
よ
る
 

頼
性
の
向
上
等

単
位
貨
物
輸
送
量
当
た
り
の
 

C
O
2 排
出
量
（
1
0
～
2
0
%
減
）
 

環
境
負
荷
低
減
（
N
O
x
,
 
S
O
x
 
3
3
%
減
）

              
鉄
道
・
運
輸
機
構
の
経
済
的
・
技
術
的
支
援

及
促
進
の
必
要
 

○
 
国
か
ら
の
新
規
出
資
金
を
原
資
と
し
た
新
し
い

建
造
の
実
施
 

国
か
ら
の
出
資
金
 

鉄
道
・
運
輸
機
構
 

よ
る
船
舶
使
用
料
軽
減
 

  

術
支
援
の
実
施
 

＋
 ⇒
 
こ
れ
に
よ
っ
て
「
環
境
に
や
さ
し
い
」
「
経
済

の
早
期
普
及
を
実
現
 

に
よ
る
普

型
の
共
有

運
用
益
に技

的
な
」
船
舶

ム
採
用
船
）

 ）
 

船
上

機信



既
存
船
と
ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
）
の
比
較

 

３２ 

既
存
船
 

ス
ー
パ
ー
エ
コ
シ
ッ
プ
（
Ｓ
Ｅ
Ｓ
）

ポ
ッ
ド
プ
ロ
ペ
ラ

貨
物
ス
ペ
ー
ス 

小
型
で
中
速
の 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
複
数
で
発
電

電
気
推
進
 

  
 
 
 
船
型
の
改
良
が
可
能 

（
一
例
）

 舵
と
軸
プ
ロ
ペ
ラ 

貨
物
ス
ペ
ー
ス 

大
型
で
低
速
の
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
で
駆
動
 

  
 
 
 
船
型
変
更
に
制
限
あ
り 

   
既
存
船
 

Ｓ
Ｅ
Ｓ
（
電
気
推
進
）
 

主
要

 
要
素

 
・
 
大
型
・
低
速
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

 ・
軸
プ
ロ
ペ
ラ

 

・
小
型
・
中
速
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
（
複
数
）
に
よ

る
発
電

 
・
シ
ン
グ
ル
ポ
ッ
ド
プ
ロ
ペ
ラ

 

 
項
目

 
既
存
船

 
Ｓ
Ｅ
Ｓ

 
１

 
環
境
負
荷

 
 

・
C

O
2
 10
～

20%
削
減
（
※
）

 
・

N
O

x 33%
削
減

 
・

SO
x 33%

削
減

 
２

 
労
働
負
荷

 
 

・
船
上
作
業
軽
減
（
機
器
の
電
化
等
）

 
・
騒
音
・
振
動
改
善
（
機
関
小
型
化
）

 
・
安
全
性
向
上
（
機
関
複
数
化
）

 
 

※
 
C
O
2 削
減
効
果
（
単
位
貨
物
輸
送
量
当
た
り
）
の
内
訳
 

①
バ
ト
ッ
ク
フ
ロ
ー
船
型
、
ポ
ッ
ド
プ
ロ
ペ
ラ
採
用
に
よ
る
推
進
効
率
向
上
 1
5
～
2
0
%
 

②
電
気
推
進
に
よ
る
動
力
伝
達
効
率
の
ロ
ス
 

 
 

△
1
5
%
 

③
動
力
電
気
化
に
よ
る
船
内
電
力
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
よ
る
効
率
の
向
上
 
5～
1
0
%
 

④
機
関
室
小
型
に
よ
る
積
載
効
率
の
向
上
 
 

 
 

5
%程
度
 

 

【
Ｓ
Ｅ
Ｓ
に
係
る
経
済
的
効
果
及
び
機
構
支
援
策
】
 

 
船
員
：
機
関
部
の
省
力
化
効
果
を
実
証
実
験
に
よ
り
確
認
の
上
、
乗
組
み
制
度
の
見
直
し
予

定
（
機
関
部
１
名
運
航
の
可
能
性
を
検
証
）
 

 
修
繕
費
：
適
切
な
保
守
管
理
等
を
通
じ
た
機
関
部
修
繕
コ
ス
ト
等
の
削
減
 

 
燃
料
：
燃
料
消
費
は
約
５
％
改
善
 

 
使
用
料
減
免
：
船
価
上
昇
分
（
概
ね
1
5
％
）
の
2
/
3
 

 
共
有
割
合
：
８
割
 

 
共
有
期
間
：
1
5
年
（
2
,
0
0
0
G
/
T
以
上
）
 

（
一
般
貨
物
船
）
1
4
年
（
2
,
0
0
0
G
/
T
未
満
）
 



電気推進船の普及促進 （建造コストの低減のイメージ）

【船舶使用料の軽減（共有建造に際しての建造費の支援）】

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有建造制度を利用して建
造される電気推進船に対する支援

【電気推進設備等の省エネ設備搭載に対する補助】

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)からの助成

既存船価 船価増分

電気推進船建造に係る船主負担分

３３



内
航
効
率
化
等
新
技
術
の
実
用
化
促
進
支
援

要
求
額
２
０
０
百
万
円
（
新
規
）

○
目
的
内
航
船
建
造
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
造
船
事
業
者
等
に
対
し
、
「
中
小
造
船
事
業
者
の
技
術
力
の
高

度
化
、
内
航
海
運
の
安
全
確
保
、
効
率
化
等
に
資
す
る
新
技
術
（
内
航
効
率
化
等
新
技
術
）
」
の
実
用

化
促
進
に
係
る
支
援
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
海
上
物
流
シ
ス
テ
ム
の
一
層
の
改
革
・
向
上
を
実

現
す
る
。

○
内
容
中
小
造
船
事
業
者
等
に
対
し
て
、
内
航
効
率
化
等
新
技
術
の
実
用
化
に
必
要
な
支
援
（
一
番
船
に
係
る
設

計
費
用
、
初
期
故
障
対
応
費
用
等
の
助
成
）
を
行
う
た
め
、
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
対
し
て

出
資
す
る
。

３４
＜
陸
上
側
＞

＜
船
舶
側
＞

◆
海
難
事
故
の
防
止

◆
検
査
・
人
員
配
置
の
合
理
化

◆
船
舶
稼
働
率
の
向
上

等

安
全
性
と
運
航
効
率
性
の
飛
躍
的
な
向
上

【
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
】

●
セ
ン
サ
ー
等
に
よ
る
詳
細

デ
ー
タ
の
連
続
自
動
収
集

●
微
少
な
変
化
の
検
出

●
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
専
門
家
に
よ

る
管
理

●
多
数
の
船
舶
を
一
括
し
て
管
理

【
状
態
診
断
】

●
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
客
観
的
・

科
学
的
判
断

●
劣
化
、
損
傷
の
予
測
・
推
定

【
整
備
】

●
劣
化
状
態
に
応
じ
た
最
適
な
整
備
の
実
施

●
緊
急
時
に
お
け
る
陸
上
か
ら
の
支
援

船
陸
間
通
信

安
全
管
理
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

内
航
効
率
化
等
新
技
術
の
実
用
化
促
進
事
業

○
内
航
海
運
活
性
化
の
た
め
に
は
安
全
か
つ
効
率
的
で
環
境
に
や
さ
し
い
船
舶
の
活
用
が
不
可
欠

○
こ
れ
に
は
、
内
航
効
率
化
等
新
技
術
を
導
入
し
た
船
舶
・
舶
用
品
の
実
用
化
が
不
可
欠
。

○
中
小
造
船
事
業
者
等
の
技
術
力
不
足

○
内
航
海
運
事
業
者
の
新
技
術
導
入
リ
ス
ク
敬
遠

が
現
状

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
よ
る
中
小
造
船
事
業
者
等
に
対
す
る
内
航
効
率
化
等

新
技
術
の
実
用
化
促
進
の
た
め
の
制
度
を
創
設
；

○
一
番
船
に
係
る
設
計
費
用
、
技
術
導
入
費
用
等
を
助
成

○
一
番
船
に
係
る
初
期
故
障
対
応
等
技
術
の
信
頼
性
向
上
に
係
る
費
用
を
助
成

中
小
造
船
事
業
者
等
の
技
術
力
の
高
度
化
、
内
航
海
運
の
効
率
化
等
を
通
じ
た
海
上
物
流
シ
ス
テ
ム

の
改
革
・
向
上

１
８
年
度
の
支
援
対
象

高
度
船
舶
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム

背
景

現
状

改
善
策

効
果



●
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
仮
称
）

海
上
物
流
の
効
率
化
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
支
援
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・

運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
関
係
業
務
及
び
勘
定
の
整
理
等
所
要
の
改
正
を
行
う
。

造
船
業
及
び
海
運
業
の
活
性
化
ひ
い
て
は
海
上
物
流
の
効
率
化

●
船
舶
共
有
建
造
制
度
に
よ
る
政
策
的

効
果
の
高
い
船
舶
の
普
及
促
進

●
船
舶
共
有
建
造
に
当
た
っ
て
の

技
術
的
援
助

等

船
舶
普
及
支
援
等
（
船
舶
勘
定
）

●
高
度
船
舶
技
術
に
関
す
る

試
験
研
究
資
金
へ
の
助
成

●
高
度
船
舶
技
術
を
用
い
た

船
舶
の
建
造
へ
の
債
務
保
証

等 研
究
開
発
支
援
等
（
造
船
勘
定
）

【
現
状
】

（
独
）
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
の
関
係
業
務
及
び
勘
定

政
策
意
義
及
び
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
対
応
し
て
造
船
勘
定
及
び
船
舶
勘
定
に
係
る
業
務
の
整

理
・
重
点
化
を
行
っ
た
上
で
、
海
上
物
流
の
効
率
化
に
資
す
る
よ
う
な
新
技
術
の
実
用
化
に
つ

い
て
支
援
制
度
を
設
け
、
研
究
開
発
か
ら
実
用
化
・
普
及
ま
で
一
貫
し
た
支
援
体
制
を
整
備
す

る
た
め
、
両
勘
定
を
統
合

造
船
勘
定
・
船
舶
勘
定
に
係
る
業
務
の
重
点
化
及
び
両
勘
定
の
統
合

海
上
物
流
の
効
率
化
に
資
す
る
よ
う
な
新
技
術
に
係
る
実
用
化
段
階
に
お
け
る
支

援
制
度
が
必
要

内
航
船
の
建
造
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
造
船
事
業
者
の
資
金
力
・
技
術
力
不
足
や

内
航
海
運
事
業
者
の
新
技
術
船
の
導
入
リ
ス
ク
懸
念
等
の
た
め
、
新
技
術
の
研
究

開
発
後
の
実
用
化
が
進
ま
ず
、
新
技
術
船
が
普
及
し
な
い
。
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